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【附 属 資 料】 

 

 

交通安全対策基本法 抜すい 
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交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）抜すい 

 

【県関係部分】  

 

（都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務）  

第 16 条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。  

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。  

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的

な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。  

三 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道

府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。  

 

（都道府県交通安全対策会議の組織等）  

第 17 条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。  

２ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。  

３ 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。  

一 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する

職員 

二 都道府県教育委員会の教育長  

三 警視総監又は道府県警察本部長  

四 都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者  

五 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都市を包括する都

道府県にあっては、指定都市の長又はその指名する職員  

六 都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が

任命する者  

七 その他都道府県知事が必要と認めて任命する者  

４ 都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別

委員を置くことができる。  

５ 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な

事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。  

 

（都道府県交通安全計画等）  

第 25 条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画（陸上交通の安全に関する部分

に限る。）に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。  

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関
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し、当該区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策

に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）を作成しなければならない。

この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全業務計画（陸上交通の安全

に関する部分に限る。）に抵触するものであつてはならない。  

４ 都道府県交通安全対策会議は、第１項の規定により都道府県交通安全計画を作成した

ときは、速やかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道府

県の区域内の市町村の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

５ 都道府県交通安全対策会議は、第３項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成

したときは、速やかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するとともに、

都道府県の区域内の市町村の長に通知しなければならない。  

６ 第４項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安

全実施計画の変更について準用する。  

 

 

 

 

 

【参考】交通安全に関する国・都道府県・市町村の計画  

 国 都道府県  市町村 

長期計画  交通安全基本計画  交通安全計画  交通安全計画  

単年度計画  
交通安全業務計画  

（省庁ごとに作成）  
交通安全実施計画  

交通安全実施計画  

（任意作成）  
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【市町村関係部分】  

 

（市町村交通安全対策会議）  

第 18 条 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例

で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。  

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通

安全対策会議を置くことができる。  

３ 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及

び所掌事務の例に準じて、市町村の条例（前項の規定により置かれる市町村交通安全対

策会議にあっては、規約）で定める。  

 

（関係行政機関等に対する協力要求）  

第 19 条 中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議

（市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあっては、市町村の長。次条並びに第 26

条第１項及び第５項において同じ。）は、その所掌事務を遂行するため必要があると認め

るときは、関係行政機関の長（関係行政機関が委員会である場合にあっては、関係行政

機関）及び関係地方行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の執行機関並びに政令

で定めるその他の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。  

 

（市町村交通安全計画等）  

第 26 条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計

画を作成するように努めるものとする。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全

計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方

公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。  

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

４ 市町村長は、必要があると認めるときは、市町村の区域における陸上交通の安全に関

し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画（以下「市町村交通安全実施

計画」という。）を作成するよう努めるものとする。この場合において、市町村交通安全

実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。  

５ 市町村交通安全対策会議は、第１項の規定により市町村交通安全計画を作成したとき

は、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府

県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第４項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やか

に、これを都道府県知事に報告しなければならない。  

７ 第２項及び第５項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村

交通安全実施計画の変更について準用する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県交通安全運動スローガン 

【しあわせを つなぐ信濃路 ゆずり合い】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県交通安全対策会議 

事務局 〒380-8570 

長野県長野市大字南長野字幅下 692-２ 

長野県 県民文化部  くらし安全・消費生活課  

交通安全対策係内  

TEL 026-235-7174（直通）  

026-232-0111（代表）  内線 2848 

FAX 026-235-7284 

E-Mail kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp 


